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2022 年度第１回愛知県消費生活審議会 会議録 

 

１ 開会 

〇事務局（県民生活課長） 

ただいまから、2022年度第１回愛知県消費生活審議会を開催したいと存じます。 

開会にあたりまして、判治県民生活部長から御挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

〇判治県民生活部長 

愛知県県民文化局県民生活部長の判治でございます。 

本日はお忙しい中御出席をいただき、誠にありがとうございます。2022 年度第１回愛

知県消費生活審議会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日の審議会は、４月の委員改選後初めての開催となります。皆様にはこの度の委員の

就任に御快諾いただきまして、改めて御礼を申し上げます。また、日頃から本県の消費生

活行政の推進に格別の御協力と御支援を賜り、この場をお借りして深く感謝を申し上げま

す。 

さて、近年、消費者を取り巻く環境は急速に変化しております。インターネット上では、

いつでもどこでも商品やサービスを購入・利用できるなど、利便性が向上するとともに、

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、オンラインによる消費に一層関心が寄せられて

いるところでございます。 

また、高齢者の消費者被害が引き続き多数発生しております一方で、この４月から成年

年齢が 18 歳に引き下げられたということによりまして、若年層の消費者被害の拡大が懸

念されております。これにより、若者の消費者トラブルを未然に防止する取り組みの必要

性が高まっているところでございます。 

さらに、ＳＤＧｓの達成に向け、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動である「エ

シカル消費」を通じて、商品に対する理解を深め、持続可能な社会の形成に貢献する消費

行動を実践していくことが求められております。 

このため、本県では 2020年３月に策定しました「あいち消費者安心プラン 2024」に基

づき、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目指

し、150項目にわたる様々な施策を、関係部局が連携して進めているところでございます。 

本日の審議会では、このプランの 2021 年度実施状況につきまして、確認と評価を行っ

ていただくとともに、今後の効果的な推進について御意見をいただくことになっておりま

す。また、本審議会は、消費者教育推進法第 20 条に基づく消費者教育推進地域協議会と

しても位置付けられておりますので、消費者教育・啓発事業の実施内容についても御報告

させていただきます。委員の皆様には、それぞれ、御専門の立場から忌憚ない御意見をい

ただければと思っております。 

本県といたしましては、今後とも、市町村や関係団体の方々と連携して、県民の皆様が



2 

 

安全安心な消費生活を営むことができるよう、消費者行政を積極的に推進して参ります。 

引き続き皆様方の御支援、御協力をお願い申し上げまして、簡単でございますが私からの

挨拶とさせていただきます。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

申し遅れましたが、私は県民生活課長の竹本でございます。会長が選出されるまで、私

が進行を務めさせていただきます。 

まず、審議会の開催にあたり、定足数の確認をさせていただきます。本日は 17 名の方

に御出席をいただいております。これにより、審議会規則第４条第３項に基づく定足数を

満たしておりますことを御報告させていただきます。 

なお、本来ならば、委員の皆様の御紹介をするべきところでございますが、御手元の配

席図をもってこれに代えさせていただきたいと存じます。 

 

３ 議事 

(1) 会長の選出について 

〇事務局（県民生活課長） 

それでは、議事に入らせていただきます。まず、議事（1）「会長の選出について」でご

ざいます。 

今年度は任期満了による改選がございましたので、本審議会で改めて会長を選出する必

要がございます。愛知県消費生活審議会規則第３条によりますと、会長は委員の互選によ

り決定することとなっております。この互選につきまして、委員の皆様の御意見を頂戴し

たいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

〇吉田委員 

前回の審議会で会長を務められました、柳原委員にお願いすることでいかがでしょうか。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

ただいま柳原委員の御推薦がございましたが、御提案のとおり、柳原委員に会長をお願

いさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ありがとうございます。 

委員の皆様の御承諾をいただきましたので、会長を柳原委員にお願いしたいと存じます。

柳原委員は会長席へ移動をお願いします。 

ここで、柳原会長に就任の御挨拶をお願いいたします。 
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〇柳原会長 

ただいま会長に選出されました、柳原光芳でございます。 

皆様の御支援を賜り、この職責を全うすべく努力してまいりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

本日の審議会では、「あいち消費者安心プラン 2024」の 2021年度実施状況等につきまし

て、委員の皆様から御意見をいただくこととしております。私たち消費者を取り巻く社会

経済環境が変化を続ける中で、県民が安心できる消費生活を確保していくため、県には、

プランに定めた施策を着実に推進していただく必要がございます。本審議会におきまして、

しっかりと確認評価を行ってまいりたいと思います。 

消費者行政の充実が強く求められる中、本審議会の果たす役割は一層重要になっており

ます。どうか、委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見、御発言をいただきます

ようお願い申し上げます。 

誠心誠意、職責を全うしたいと考えておりますので、委員の皆様の格別の御支援、御協

力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

ありがとうございました。 

消費生活審議会規則第４条によりますと、審議会の議長は会長が行うこととされており

ますので、以後の進行につきましては、柳原会長にお願いしたいと存じます。 

 

(2) 会長代理の指名について 

〇議長（柳原会長） 

それでは、ここから私が議長を務めさせていただきます。 

まず、審議会運営要領第５に基づく会議録の署名につきましては、石附委員と山中委員

にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

次に、議事(2)「会長代理の指名について」でございます。 

愛知県消費生活審議会規則第３条によりますと、会長代理は会長が指名することとなっ

ておりますので、私が指名させていただきます。 

会長代理は、杉島委員にお願いしたいと存じます。杉島委員、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

〇杉島委員 

よろしくお願いいたします。 

 

(3) 消費者苦情処理委員会委員長及び所属委員の指名について 

〇議長（柳原会長） 

議事(3)「消費者苦情処理委員会委員長及び所属委員の指名について」でございます。 
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当委員会は、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第 18 条の規定により、消費

者苦情に係るあっせん又は調整を行う当審議会の内部組織でございます。愛知県消費生活

審議会規則第６条によりますと、消費者苦情処理委員会委員長及び所属委員につきまして

は、会長が指名することとなっております。 

委員会の性格等を考慮し、委員長には、弁護士の石川委員を指名させていただきたいと

思います。委員につきましては、犬塚委員、渡辺委員、杉島委員、平野委員を指名させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局は、後ほど消費者苦情処理委員会の所属委員名簿を配布してください。よろしく

お願いいたします。 

 

(4)「あいち消費者安心プラン 2024」の実施状況の確認・評価について 

〇議長（柳原会長） 

次は、議事(4)「『あいち消費者安心プラン 2024』の実施状況の確認・評価について」で

ございます。 

2021 年度の実施状況につきまして、事務局から説明をいただき、その後委員の皆様方

から御意見をいただきたいと思います。 

なお、本プランは、消費者教育推進法第 10 条に基づく、消費者教育推進計画を含んで

おりますので、主体性のある消費者の育成という観点からの御意見もお願いいたします。 

それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇事務局（鈴木課長補佐） 

（資料１に基づき説明） 

 

〇議長（柳原会長） 

ありがとうございました。 

ただいまの説明に関しまして、御意見・御質問がございましたら、お願いいたします。 

 

〇加藤（昭）委員 

愛知県生活協同組合連合会の加藤です。 

皆さんが努力して、いろいろな結果を出して、大変頑張っているということを改めて感

じました。大変恐縮ですが、目標１の「消費者被害の救済・未然防止の強化」について、

消費生活の安心・安全の確保ができたのか分からないまま、実績として評価されているこ

とに対して違和感があります。例えば、我々も、「何としても学生を守るぞ」という気持

ちで、大学生協において、名古屋大学や名古屋工業大学の方を中心に、徹底的に愛知県が

作ったいろいろなものを学生に見せるということを取り組みましたが、その結果が出たの

かよく分かりません。また、豊田市と一緒にいろいろな活動をやっていますが、それの結

果もよく分かりません。一つ一つの活動は大事だとは思いますが、クリオ通信等を見ると

やはり詐欺が多いといった現状があるわけで、根本にある目標に対して前年度と比べて悪
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くなったのか良くなったかということを、検証しないままの進め方で良いのかということ

がどうしても疑問です。私だけの意見かもしれませんが、結論がどうだったのかを教えて

いただきたいです。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

果たして消費者被害の救済・未然防止の強化が図れたのかを補足すべきではないかとい

う御意見ですが、加藤委員には、昨年度も同趣旨の御意見をいただいており、大変心苦し

く思っているところでございます。消費生活センターや事業のＰＲを行ったり、先ほど申

しましたように、若年層に対する啓発などを行っておりますが、我々がそれを結果として

数値で確認しようと思いますと、消費生活相談件数の増減ぐらいしかなく、なかなか確認

が難しいところではあります。結果的に消費生活相談件数が増えたから悪くなったという

場合もありますが、消費生活センターの存在を知らなかった方に周知されたことによって

相談が増える場合もございます。そのため、我々の啓発の結果が数値に表れているかを計

測するのは非常に難しく、まずは相談件数という形で御報告させていただいているのが現

状でございます。 

 

〇加藤（昭）委員 

分かりました。是非努力してほしいです。去年今年は 18 歳未満の人がどうだったかと

いう結果が出てこなければいけないのではないかという気がしますし、今後という意味で

は、物価高がどんどん続いて生活が苦しい方が増えたときの対応はどうするか、コロナが

拡大して家に閉じこもる人が多いのかそれでも外に出てしまう人が多いのか、また、エシ

カル消費意識の高まりは環境に応じて変化するのでそれに対してどうするかというとこ

ろは引き続き御検討いただきたいです。できるだけ結果を調べるということと、今後の環

境変化に対してどうするかということだけは、是非お願いしたいという希望です。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

御意見ありがとうございました。我々の取組の結果をできるだけ把握しながら取り組ん

でまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（柳原会長） 

ありがとうございました。 

ただいまの加藤委員の御意見は、過去との比較を明確にすることと、経済社会の変化に

対して今後迅速な対応が必要ではないかという御意見だと認識しております。 

 

〇神谷委員 

今日の御説明で、消費生活を守るために随分と施策がなされているということを初め

て知り、安心しました。 

資料１－２の「施策実施状況」を見て、非常に感心しました。計画どおりに進んでいる
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ものは 150項目のうち 110項目もあるということで、とても成果が上がっていると思った

わけですが、一つ気になったことが、この評価基準についてです。進捗率「70％」が基準

になっていますが、この数値が変わってくると、評価もかなり変わってきてしまうと思い

ます。どういった考え方で「70％」という基準を設けているのか、教えていただけたらと

思います。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

評価基準を進捗率「70％」としていることが客観的に正しいのかといった趣旨の御質問

だと思います。過去のことも調べて、明確な基準はないかもしれませんが、改めて正確な

御返事させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〇神谷委員 

ありがとうございます。 

 

〇議長（柳原会長） 

評価基準が進捗率「70％」とされている根拠については、後日御回答を差し上げたいと

思います。 

それでは引き続きまして、石川委員、お願いいたします。 

 

〇石川委員 

先ほどの加藤委員の御意見には大変共感するところがあり、私もそういった感想を持っ

ていますが、結果に関して数値で示すということは難しく、まず無理だと思います。例え

ば、「この施策によって、こういった事例があって、ここが改善された」というような具

体例をいくつか挙げていただけると、「これだけ頑張ってやって、これは上手くいってい

る」と実感できるので、そういった観点での御報告も検討いただきたいということをお願

いしたいと思います。 

質問は２点です。１つ目は、高齢者等見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）

の関係です。累計人口カバー率 74％ということで、かなり広がってきたということはよく

分かりました。各協議会が立ち上がった後、それぞれの協議会に対して、県としてどのよ

うなフォローをしているのか、補足していただきたいです。上手くいっているのか、ある

いは協議会を作ったものの形骸化してしまって動いていないなど重要な課題があるのか

について、教えていただきたいです。 

２つ目は、私は弁護士ですのでその観点から伺います。資料１－２の目標１の事業番号

６「支援弁護士制度の活用による支援」について、これは弁護士会と消費者委員会の方が

各 20 名の名簿をお出しして、相談員等の相談に応じるといった施策です。県にも、名古

屋市にも名簿をお出ししています。今回この結果を見ると、支援弁護士の活用は４件で評

価Ａになっているのに対して、名古屋市の場合だと４件どころでなく数十件単位で支援の

相談が来ています。この件数はどこに原因があるのか疑問に思っています。施策として、
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現場で頑張っている相談員のニーズに応えられているのかというところについて、御意見

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

〇議長（柳原会長） 

ありがとうございました。２点御質問をいただいておりますので、お願いいたします。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

まず１点目の、高齢者等見守りネットワークの活動状況につきまして、現在ではさらに

設置が増え、26の市町で設置され、人口カバー率は 77％という現状でございます。 

設置数は増えている状況ですが、実際の活動としては、消費者や高齢者等の情報をネッ

トワークの構成員の方が把握され、例えば消費生活センターにその個人情報を直接つなぐ

ことにより早期解決を図るというのが最終的な目標であります。ただし、そういった実例

は愛知県内を含め全国的にまだ少ない状況です。県内市町では消費者行政部門が見守りを

行っている福祉部門等と会議体を立ち上げ、福祉部門等の方々にも消費者問題について理

解を深めていただいているところが多く、被害に遭われている方に対して、御家族に連絡

したり消費生活相談を受けるよう働きかける取組になろうかと思います。まずはネットワ

ークの構成員の方と情報共有し、消費者被害に対する関心を高めていただくというところ

から進めているというのが現状でございます。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

２点目の支援弁護士制度につきまして、活用件数が４件ということですが、これは市町

村の消費生活センターの活用状況でございます。弁護士会からも「気軽に御利用いただい

けるよう是非再度案内をお願いしたい」との御依頼を承りましたので、折りに触れて、年

に複数回市町村へ御案内しております。その際に、弁護士会としても気軽に利用されたい

という御意向も併せてお伝えしております。 

活用件数が伸び悩む原因に関しては、資料１－２の取組①(1)「県消費生活総合センタ

ーの機能強化（地域における中核的相談機関）」の事業番号１「弁護士会との連携による

解決困難事案の早期解決及び対応力の強化・向上」として、県では弁護士会に大変御世話

になっておりまして、面接相談や電話相談も多く活用させていただき、県の相談員はノウ

ハウを蓄積させていただいております。事業番号５「市町村ホットライン 340回」とあ

りますが、市町村の相談員が困難事案に遭遇したり疑問に思われたりしたときは、このホ

ットラインを通じてまず、県の相談員にお問合せいただいております。ここで御回答をさ

せていただいて相談につなげているというような現状も多くございます。弁護士会の支援

弁護士制度については大変心強く思っておりますので、市町村への周知も引き続き強化し

てまいりたいと思います。 

 

〇石川委員 

現場の相談員が困っているわけなので、できればその相談員の生の声を県としてお聞き
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いただき、実態の把握や現場の相談員との課題共有等をしていただきたいということをお

願いいたします。 

もう一方の高齢者等の関係ですが、協議会を設置した後のフォローアップも可能な限り

していただいて、協議会としての機能の実態についても聞いていただけるとありがたいで

す。引き続き是非よろしくお願いいたします。 

 

〇犬塚委員 

全国消費生活相談員協会の犬塚と申します。私どもは県や市町村の消費生活センターで

働く消費生活相談員の資格者団体でございます。よろしくお願いいたします。 

資料１－２の目標１「消費者被害の救済・未然防止の強化」の部分で、２点質問させて

いただきたいと思います。 

まず１点目が、消費生活相談員の人材不足についてです。最近、いろいろな自治体の相

談員から「相談員を募集しても応募がない」、「なかなかふさわしい人がいない」といった

声を聞くようになりました。人口の少ない自治体だけではなく、愛知県始め名古屋市、東

三河広域連合といった大きな自治体でも消費生活相談員の人材確保に苦労していると伺

っております。 

実際、相談員のほとんどが 50代以上で、この先、例えば 10年後どうなっているのかと

いうことも危惧しています。これは全国的な課題ですので、消費者庁も２年前から「消費

生活相談員担い手確保事業」を実施しており、今年度も 1,600人に対して消費生活相談員

資格試験の対策講座が無償で開催されています。国からは、令和２年度は 800 人中６人、

令和３年度は 1,600 人中 13 名の方が相談員になられたと報告されていますが、割合でい

えば１％未満ということで、非常に率が低いです。この事業は先着順で、自治体推薦も都

道府県ごとの枠もありません。もしかしたら、都心部や企業で資格を取得する人に集中し

ているのではと推測されます。 

以前、愛知県でも相談員養成講座を行っていたと思うのですが、新しい人材を発掘する

ために再度養成講座を開いてもらえないかという声も聞いています。このことについての

お考えを伺いたいです。 

それからもう１点、先ほど判治部長からも「コロナ禍でオンラインに関心が寄せられて

いる」とありましたように、消費生活相談員のデジタル化についてお伺いいたします。消

費者庁から、「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン 2022」

において、全国消費生活情報ネットワークシステム「ＰＩＯ－ＮＥＴ」が 2026 年から大

きく変わっていくと発表されました。相談者がネットを通じて 24 時間いつでも相談がで

きたり相談前にネットを見て自分で解決できたりするようなシステムに変わっていくこ

と、相談現場でも音声入力やマニュアル表示で省力化されて相談員が行うべき業務に集中

できるよう相談現場の機能強化、自治体間の連携、相談員の遠隔相談やテレワーク等が挙

げられています。「ＰＩＯ－ＮＥＴ」はこれまでも５年ごとに刷新されており、パソコン

やプリンターに加え専用の通信網も全て国が用意してくださいましたが、このアクション

プランにおいては、各自治体で用意するようになると聞いています。そうすると、予算に
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よって相談体制整備に格差が出てくるのではないかと懸念しております。「どこに住んで

いても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国

的に維持・拡充する」という国の目標が崩れてしまわないか不安になりました。そこで、

国の交付金が活用できるのか定かではありませんが、各自治体が交付金を活用でき、自治

体間の格差がなくなるよう、お願いしたいと思います。デジタル化の流れには逆らえませ

んが、是非、行政職員だけではなく、相談員の意見を広く聞き、順調に移行できるような

働きかけをお願いします。消費生活相談員のデジタル化についてのお考えをお聞かせいた

だければと思います。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

まず１点目の消費生活相談員の人材不足については、犬塚委員からお示しいただいたよ

うに、全国的にも課題になっています。国も本当に大きな課題と捉え、担い手確保事業を

始めとして一昨年度から取組を進めております。県では、資料１－２の事業番号２「消費

生活相談員人材バンク」を運営し、消費生活相談員資格を有しているものの相談員として

は活動されてない方等を名簿にしており、現在の登録者は 101名となっています。市町村

から相談員の採用について御相談があると、名簿を資料提供しております。しかしながら、

相談員の採用にはなかなか結びつかないということは伺います。先ほど、国の担い手確保

事業を 1,600名の方が受けられたという話もありましたが、昨年度の全国消費生活センタ

ー長会議の場で、その講座の折に、都道府県が行っている人材バンク登録制度について消

費者庁や国民生活センターから周知いただくよう要望させていただき、国からも前向きな

御回答をいただきました。 

県でも相談員の養成講座をというお話でございましたが、現在、県ではキャリアアップ

研修において消費生活相談員のスキルアップや基礎的な知識や心構えの取得なども実施

しています。この研修は、人材バンク登録者の方にも昨年度から御案内をさせていただい

ております。人材不足は本当に課題だと考えておりますので、引き続き、策を練ってでき

ることは全てやってまいりたいと考えております。 

２点目の消費生活相談のデジタル化への対応について、こちらも犬塚委員にお示しいた

だきましたように、「ＰＩＯ－ＮＥＴ」という国が整備している仕組みの中で、国からパ

ソコン等も配備いただき、相談内容を登録させていただいております。2026年度に向けて

その仕組みが大きく変わる旨は我々も聞いております。ただ、先月の全国消費生活センタ

ー長会議では、消費者庁や国民生活センターにおいて検討を続けているとのことでした。

詳細についてはまだはっきりと示されていませんが、都道府県が中心になって市町村と連

携して相談を進めていくということと、先ほどの消費生活相談の人材不足というところに

も関連しますが、全国どこにいても等しく消費生活相談が受けられる体制を整備していく

と国から伺っております。国からの情報が入りましたら、市町村の皆様への御案内も進め

てまいりますし、このような場でも情報共有をさせていただきたいと思っております。引

き続き、国の動向につきましては注視をしてまいりたいと考えております。 
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〇犬塚委員 

人材不足について、県では、相談員養成講座についてはすぐに取り組む意向はないとい

うことですが、人材バンクの登録数があっても、現実は担い手がいない、実際に採用に至

らないということなので、せめて「消費生活相談員担い手確保事業」で国に対して働きか

けをお願いできればと思います。 

また、デジタル化についても、予算がしっかりとれるように、働きかけをお願いできれ

ばと思います。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

引き続き検討してまいります。ありがとうございました。 

 

〇議長（柳原会長） 

ありがとうございました。それでは、吉田委員、お願いします。 

 

〇吉田委員 

愛知消費者協会の吉田です。 

資料１－４の政策目標４の「地域の見守り活動の充実」について、４－２「地域の見守

り活動に消費生活協力員・協力団体を活用する市区町村の都道府県内人口カバー率 50％

以上」の目標に対して県の対応状況が７％と低い数値になっていますが、詳しい御説明を

いただきたいと思います。先ほどの消費生活相談員の人材不足等に関連しますが、今ある

地域の人材や団体の会員の活用に加え、自治会等の活用もあると思いますので、そういっ

た人材活用についての今後の取組についてお伺いしたいです。 

デジタル化が進む中、消費生活相談員の方が多様な相談について専門性を高めて対応し

ていくことは非常に難しいと思います。また先ほど相談員が現在 50 代以上の方が多いと

いう話もありました。私からの御提案としては、専門へ上手にコーディネートしていただ

ける人材というのも今後は必要になってくるのではないかと思いますので、お考えいただ

きたいと思います。県が今考えるこの「７％」に対する対応や対策について、今後の見通

しも合わせてお伺いできればと思います。 

 

〇議長（柳原会長） 

今いただきました御質問は、資料１－４の４－２に係る県の対応状況についての詳しい

御説明と、先ほどの議論でもありましたが、今ある人材の活用やコーディネート人材の必

要性について今後のお考えを示していただきたいという御質問です。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

コーディネート人材等につきましては是非必要であると考えておりまして、市町村に働

きかけを行っているところでございます。先ほどの石川委員の御質問にも関連しますが、

市町村において「消費生活協力員・協力団体」を設置し見守りの現場で活用するといった
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ところまでは至っておりません。実際には、見守りネットワークと協力員・協力団体の役

割がオーバーラップする部分あり、全国でも、見守りネットワークは進んでいる一方で、

協力員・協力団体は達成率が比較的低い状況でございます。市町村において直接協力して

いただけるような方や事業者がもしいらっしゃれば個別に委嘱していただくようお願い

しておりますが、現状では、県としては、まずは見守りネットワークの設置を進めていた

だけるよう、働きかけをしているところでございます。 

 

〇議長（柳原会長） 

多くの御意見、御質問をいただいてまいりましたが、時間の都合上、ここで本議題につ

きましては終わらせていただきたいと思います。後ほど時間が余りましたら、改めて御意

見、御質問を賜りたいと思います。 

当審議会としまして進捗状況の確認を行ってまいりましたが、これまでの各委員の御意

見を踏まえ、昨年度１年間の取組について、各施策は順調に実施されているということで、

お認めいただけますでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ありがとうございます。それでは、そのように確認・評価をさせていただきます。 

 

４ 報告 

(1) 2021 年度の消費生活相談の概要について 

(2) 2022 年度愛知県消費者教育推進地域協議会における報告について 

〇議長（柳原会長） 

続きまして、報告に移らせていただきます。 

「2021 年度の消費生活相談の概要」及び「2022 年度愛知県消費者教育推進協議会にお

ける報告」でございます。 

当審議会は、消費者教育の推進に関する法律第 20 条に基づき、消費者教育推進地域協

議会としても位置付けられております。関連事業につきまして、事務局から報告をお願い

いたします。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

（資料２、３に基づき説明） 

 

〇議長（柳原会長） 

ただいまの説明に関しまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。 

 

〇山中委員 

愛知県小中学校長会からまいりました美浜町立河和小学校の山中です。 
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資料３で、ＳＮＳやゲームの課金などが課題になる中で、新規事業として、「小・中学校

における消費者教育の支援強化」について御説明をいただきました。教材配布や実施が 10

月中旬以降とのことですが、どのような形で発信をしていただけるのか、もう少し詳しく

教えていただけるとありがたいです。良いものは是非多くの学校で実践をしたいと思って

おります。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

学校指導要領と照らし合わせて、８ページ程度の副教材となるようなものを、大学教授、

消費者教育コーディネーター、金融広報アドバイザー、義務教育課の教員、消費生活相談

員をメンバーとして、内容を検討しております。小学５年生と中学２年生ぐらいの年齢層

をターゲットにした内容として作成をしておりますので、県内全ての小学５年生と中学２

年生に行き渡るよう、人数分を各学校に配布させていただきたいと考えております。 

また、実践的授業として外部講師の派遣についても御案内させていただこうと考えてお

りますので、是非御活用いただければと思っております。 

さらに、先生方に直接使っていただけるような指導書も作成しております。完成次第御

案内させていただきますので、是非よろしくお願いします。 

 

〇平岩委員 

中小企業団体中央会の平岩と申します。 

資料３の１(3)「消費者教育コーディネーターの配置」について、調整役として１名配

置とあります。どういった場所でどのように配置をされているのかお聞きしたいです。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

消費者教育コーディネーターは、教員ＯＢの方を、2019 年から県民生活課の中に配置

をしています。高校等における実践的授業や市民講座の申込みがありますと、そのコーデ

ィネートを担当させていただいております。また、学校現場等に赴いて講座の講師も務め

ています。 

 

〇平岩委員 

主に県庁の中で仕事をしていらっしゃるということですね。資料３の１(2)「若年消費

者教育推進支援事業（実践的授業）の実施」とあるとおり、幅広く取り組まれているとい

うことですが、各小・中学校などの現場に入って指導やコーディネートをすることも重要

かと思いますので、より拡充していただければと思います。 

 

〇平野委員 

弁護士の平野と申します。 

昨今、ＳＮＳをきっかけにした消費者被害が拡大しているかと思いますが、県では、Ｓ

ＮＳ対応の手口に着目した被害を集計なさっているのか、あるいは今後予定はありますか。 
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また、ＳＮＳをきっかけにした消費者被害に関しましては、相手方の特定が困難である

という問題がございます。消費生活相談の窓口において相手方を特定することが難しいこ

とや、弁護士が介入して相手方を特定しようと思っても事業者の個人情報の提供も難しい

ことなどから、そもそも消費者被害として救済できないという側面があります。こういっ

た側面を踏まえて、消費者被害の救済というものも大事ですが、啓発・予防という観点か

ら、ＳＮＳに関する問題について例えば「副業を理由にした勧誘が増えている」等の啓発

も県として大事かと思います。手口自体の危険性に関する啓発といったことを今後、考え

られる予定はあるかお尋ねしたいと思います。 

 

〇事務局（風岡担当課長） 

１つ目の、ＳＮＳに特化した件数に関する御質問については、詳しい資料がないので、

後日確認して御回答させていただきます。 

２つ目の、ＳＮＳの被害救済とは別にその手口自体の危険性を啓発するということに関

する御質問については、我々も被害の実態は確認をしておりまして、毎年若者向けの消費

者生活情報であります「あいち暮らしっく」の若者号において、トラブル事例として手口

等を掲載する機会があります。今年度も発行する予定がございますので、その際の参考に

させていただきます。小・中学生向け教材についても、そういった部分に触れながら事例

を入れる案も出ておりますので、いただいた御意見を参考にしながら、発信してまいりた

いと考えております。 

 

〇議長（会長） 

それでは、時間がまいりましたので、これにて終了させていただきたいと思います。委

員の皆様におかれましては、長時間にわたり御審議をいただき、誠にありがとうございま

した。進行を事務局にお返しいたします。 

 

〇事務局（県民生活課長） 

ありがとうございます。 

ここで、先ほどの消費者苦情処理委員会の所属委員の名簿を配布させていただきます。 

 

（事務局職員 委員名簿配布） 

 

〇事務局（県民生活課長） 

それでは、これをもちまして、第１回愛知県消費生活審議会を終了させていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 
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2022 年度第１回 愛知県消費生活審議会 次第 
 

 

        日 時：2022年７月 25日（月） 

            午前 10時から午前 11時 30分まで 

               場 所：愛知県議会議事堂 ５階 大会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 議  事 

(1) 会長の選出について  

(2) 会長代理の指名について 

(3) 消費者苦情処理委員会委員長及び委員会所属委員の指名について 

(4) 「あいち消費者安心プラン 2024」の実施状況の確認・評価について 

 

４ 報  告 

(1)  2021年度の消費生活相談の概要について 

(2)  2022年度愛知県消費者教育推進地域協議会における報告について 

 

 

５ 閉  会 
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○ 次第 

 

○ 配席図 

 

○ 委員名簿 

 

【資料１－１】「あいち消費者安心プラン 2024」～2021年度実施状況（概要）～ 

【資料１－２】「あいち消費者安心プラン 2024」2021年度実施状況一覧 

【資料１－３】「あいち消費者安心プラン 2024」数値目標等 《2021年度実績》 

【資料１－４】「地方消費者行政強化作戦 2020」及び本県の対応 

 

【資 料 ２】愛知県の消費生活相談の概要について 

      （あいちクリオ通信 №408（2022年６月発行）） 

 

【資 料 ３】2022年度の消費者教育・啓発事業実施状況について 

 

【資料４－１】愛知県消費生活審議会規則 

【資料４－２】愛知県消費者教育推進地域協議会設置要綱 

 

 

〈参考資料〉 

・「あいち消費者安心プラン 2024」（冊子） 

・「あいち消費者安心プラン 2024」概要版リーフレット 

・愛知県消費生活総合センター、 

愛知県県民相談・情報センター＆県民相談室 案内リーフレット 

・あいち暮らしっく №154（2022年７月発行） 

・教員情報提供紙「あいち消費者教育リポート Vol.37」（2021年 12月発行） 

・消費者教育・啓発用映像教材の御案内 2022 

・消費者教育講師派遣のご案内 

・啓発チラシ「2022年４月１日から 18歳で『大人』に！」 

・啓発チラシ「エシカル消費ってなに？」 

・エシカル消費クリアファイル 

 

 


